
 

船舶事故調査報告書 

令和８年１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年３月３１日 ０９時０４分頃 

発生場所 長崎県対馬市三
み

ツ島北方沖 

 三島灯台から真方位０１１°１２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°５５.３′ 東経１２９°２９.５′） 

事故の概要  貨物船BUKHTA
ブ フ タ

 RUSSKAYA
ル ス カ ヤ

は、西北西進中、また、漁船妙
みょう

福
ふく

丸は、南

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年４月２１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 BUKHTA RUSSKAYA（ロシア連邦籍）、６,９６４トン 

   ９０７６２７２（ＩＭＯ番号）、OKEANRYBFLOT JSC 

Ｂ 漁船 妙福丸、８.５トン 

   ＮＳ２－１７１３６（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９０－４４８０７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 不詳 

Ｂ 船首部外板の亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

事故の経過 Ａ船は、停泊した状態から０８時４７分頃に航行を開始し、約５

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西進中、Ａ船の右舷

中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人が乗り組み、操業を終えて、０８時

４７分頃、帰航の目的で、自動操舵により約１２kn の速力で南進を開

始した。 

船長Ｂは、南進を開始した直後、レーダー及び目視で周囲を確認し

て他船を認めなかったので、甲板員と共に船尾甲板上で漁具の修理作

業を行うこととした。 

船長Ｂは、南進中、船尾方を向いて船尾甲板上に腰を下ろし、漁具

の修理作業を行っていたところ、操舵室内から警報が鳴っていること

に気付いた。 

船長Ｂは、操舵室内に入り、レーダー画面上に「衝突警報」と表示

されているのを認め、船首方を見て至近にＡ船を認めたがどうするこ

ともできず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 



 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況を確認後、停船したＡ船の甲板上にいた

乗組員に呼び掛けたが言葉が通じなかった。 

船長Ｂは、Ａ船には損傷が見当たらず、Ｂ船が自力航行可能であっ

たので、Ｂ船で帰航を開始した。 

船長Ｂは、事故発生場所が携帯電話の電波の圏外となっていたの

で、帰航後、海上保安庁へ本事故の発生を通報した。 

船長Ｂは、本事故後の海上保安庁の実況見分により、Ｂ船に設置さ

れているレーダーのガードリング機能（事前に設定した距離内に他船

が接近した際に警報が鳴る機能）が、１Ｍに設定されていたことを

知った。 

船長Ｂは、南進を開始した直後にレーダーを確認した際、レーダー

レンジは、ふだん使用している６Ｍレンジに設定されていると思い

レーダーレンジの設定を確認していなかった。 

本船の従業制限は小型第一種であった。 

分析 Ａ船は、西北西進中、Ｂ船と衝突したものと考えられるが、Ａ船の

乗組員から必要な情報が得られなかったことから、Ｂ船と衝突に至っ

た状況を明らかにすることはできなかった。 
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Ｂ船は、南進中、船長Ｂが、船尾甲板上で漁具の修理作業に意識を

向け、周囲の見張りを行っていなかったことから、船首方のＡ船に気

付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船を南進させ始めた直後、レーダー及び目視で周囲を

確認して他船を認めなかったことから、甲板員と共に船尾甲板上で漁

具の修理作業に意識を向けていたものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が南進中、両船が衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、航行中、常時、適切な見張りを行うこと。 

・本邦から１００Ｍ以内のみで従業する小型漁船であっても、緊急

時に救助機関等と常時連絡を取れる無線設備を備えることが望ま

しい。 

 


